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リース作り
～私たちの自然観察会～

【とき】12 月 13 日㈯午前

10 時～ 12 時

【対象】小中学生とその保護

者（小学 3 年生以下は保護

者同伴）

【内容】リース作り

【定員】20 名（多数の場合

は抽選）

【参加費】1人200円（材料費）

【申込み】往復ハガキかＥメ

ールで、リース作り参加希望、

住所、参加者氏名（ふりがな）、

電話番号、学校名、学年を明

記の上、青少年センターへ。

11 月 27 日㈭午後 5 時締切

ほっとネットせんなん
【とき】11 月 8 日㈯午前 10

時～ 12 時

【ところ】デイセンターせん

なん

【対象】小学生 ( 小学部 )・中

学生 ( 中学部 )・高等部の障

がいのある子どもと保護者

【内容】みかん狩り

【定員】親子で 15 組

【参加費】1 組 500 円

【申込み】往復ハガキか E メ

ールで、ほっとネットせんな

ん参加希望、住所、参加者氏

名（ふりがな）、電話番号を

明記の上、青少年センターへ。

11 月 6 日㈭午後 5 時締切

読み聞かせ講習会
【とき】11 月 15 日㈯午前

10 時～ 12 時

【対象】18 歳以上で子ども

に本などを読み聞かせたい方

【内容】保育所での読み聞かせ

【講師】根っこの会

【定員】20 名

【申込み・問合せ】電話か E

メールで青少年センターへ

ヤングママの手編み教室
【とき】11 月 13 日㈭午前

10 時～ 12 時

【対象】おとな

【内容】幅広のチュームバンド

を作ろう

【参加費】500 円（材料費）

【申込み】電話で青少年センタ

ーへ。11 月 12 日㈬正午締切

軽快な音楽に合わせながら行
うストレッチなど

【 と き 】11 月 14 日 ㈮、17

日㈪、28 日㈮午前 9 時 30

分～ 11 時

【対象】

おとな

【参加費】

1 回 300 円

【申込み】当日受付

マイまい埋文　　

【とき】① 11 月 12 日㈬、

② 26 日㈬午後 4 時～ 5 時

【ところ】①青少年センター

②旧新家幼稚園

【内容】くみひもづくり

【講師】河
か わ た

田泰
やすゆき

之さん

【申込み・問合せ】電話かＥ

メールで青少年センターへ

★青少年センター（☎ 484-3500）
泉南市ウェブサイト＞教育・文化・スポーツ＞青少年

〒 590-0521
樽井八丁目 13 番 18 号／ FAX：482-5425
e-mail：seishonen-center@city.sennan.lg.jp
青少年センターの行事にＥメールでお申込みの方へは、
２，３日中に確認メールをお届けします。届かない場合
は、青少年センターへご連絡ください。
●【ところ】の記載の無いものはすべて青少年センターで行います
●【参加費】の記載の無いものは無料です

　11 月 20 日㈭は、「泉南市子どもの

権利の日」で、国際連合総会で「子ど

もの権利条約」が採択された日です。

今一度、子どもの権利についてみんな

で考える日にしましょう。

　今月は、○×クイズをお届けします。

　最初は子どもの権利条約についての

問題です。

①子どもの権利条約の締約国、地域は、

2014 年にパレスチナが加入し 194

になった。

②日本は、1994 年に批准し今年 20

周年を迎える。

③子どもの権利条約でいう子どもと

は、0 ～ 20 歳である。

④ユニセフは条約で守るように定めら

れている権利を「生きる権利」「育つ

権利」「守られる権利」「参加する権利」

の 4 つに分類している。

⑤子どもの権利条約は 50 条からなり

たつ。

　続いて「泉南市子どもの権利に関す

る条例」についての問題です。

⑥日本で子どもの権利に関する条例を

策定している自治体は、泉南市の他は

10 か所である。

⑦泉南市子どもの権利に関する条例で

は、「わかもの会議」を設置している。

⑧泉南市は条例を推進することで「子

どもにやさしいまち」をめざしている。

⑨平成 25 年に泉南市が行った、子ど

も・子育て支援事業計画策定のための

アンケート調査で、「泉南市子どもの

権利に関する条例」を知っていると答

えた人は、50％である。

⑩泉南市子どもの権利に関する条例の

検証を行うために、泉南市子どもの権

利条例委員会が設置されている。

　最後に、子どもの生活に関するアン

ケートの結果からの問題です。

⑪「あなたがホッとできるときはどん

な時ですか」の小学生回答の 1 位は、

「友達と遊んだり話したりしている時」

で、中学生は、「ひとりで好きな事を

している時」である。

⑫「どのようなところだったら相談し

ようと思いますか」の小中学生回答の

1 位は、「聞いたことを秘密にしてく

れるところ」である。

　いかがでしたか？解答は 25 ページ

に掲載しています。

                                          

シリーズ：子どもの権利 No.22　11 月 20 日は「泉南市子どもの権利の日」～クイズで考える子どもの権利～

【問合せ】泉南市子どもの権利に関する条例事務局（人権教育課☎ 483-

3672 ／ FAX483-7306 ／ e-mail:jinkenkyouiku@city.sennan.lg.jp）　

11/10 ㈪～ 28 ㈮の期間
午後 0時～市役所玄関で、
子ども委員が昨年度作成した
DVDを上映します。（12 分）


